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事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

従
業
員
の
住
民
税
は

特
別
徴
収（
給
与
天
引
き
）で
！

　

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、
事
業
者（
給
与
支
払
者
）が
、
個
人
住
民
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
従

業
員（
給
与
所
得
者
）に
代
わ
っ
て
、
毎
月
従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
徴
収
し
、
従
業
員

の
住
所
地
の
市
町
に
納
め
る
制
度
で
す
。

※ 

給
与
を
支
払
い
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収

の
義
務
の
あ
る
事
業
者
は
、
原
則
と
し

て
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
行
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。（
地
方
税
法
第
３
２
１

条
の
４
お
よ
び
町
税
条
例
に
よ
る
）

☆
特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト
☆

　

従
業
員
の
方
が
納
税
の
た
め
に
金
融
機

関
や
役
場
へ
出
向
く
手
間
が
省
け
、
納
め

忘
れ
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
普
通
徴
収（
自
分
で
納
付
）の
納

期
が
年
４
回
で
あ
る
の
に
対
し
、
特
別
徴

収
は
年
12
回
な
の
で
１
回
あ
た
り
の
負
担

額
が
小
さ
く
な
り
ま
す
。

　

税
額
は
町
か
ら
通
知
し
ま
す
の
で
、
事

業
者
が
計
算
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課
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－

８
０
１
４

　

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の

生
活
を
、
現
役
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作

ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。
具
体
的
に
は
、
若
い
と
き
に
公
的
年

金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
続
け
る
こ
と
で
、
年
を
と
っ
た

と
き
や
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、
家
族
の
働

き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

◎
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
方
が
加
入
し
、
保
険

料
を
納
め
る
制
度
で
す
。

　

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た
め
、
安
定
し
て
お
り
、

年
金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

◎
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん

　

国
民
年
金
に
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か

に
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。
障
害
年
金
は
、
病

気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
れ
ま
す
。
ま
た

遺
族
年
金
は
、
加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
加
入
者
に

よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
遺
族（「
子
の
あ
る
配
偶
者
」

や「
子
」）が
受
け
取
れ
ま
す
。

年 金 の お 知 ら せ

〜
新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
〜

20
歳
に
な
っ
た
ら

国
民
年
金

■問合せ　武生年金事務所　℡ 23－1124
　　　　　町民税務課　　　☎ 47－8015

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

①給与支払報告書の提出
②
税
額
の
計
算
・
決
定

（1月31日まで）④税額の通知

（税額決定通知書の
配布）　　　　 ③税額の通知

（5月31日まで）
⑤税の徴収

（6月から翌年5月まで
の給与支払日）　　 ⑥税の納入

（翌月10日まで）

従
業
員（
給
与
所
得
者
）【
納
税
義
務
者
】

事
業
者（
給
与
支
払
者
）【
特
別
徴
収
義
務
者
】

南
　 

　  

越
　   

　前
　  

　 町


